
かかりつけ医

診療情報提供書を
作成

ｌ病児保育が始まりますｌｌ病児保育が始まりますｌｌ病児保育が始まりますｌ
　７月から、病気のこどもを一時的に預かる施設を開設します。保護者の勤務の都合、傷病、事故、出
産または冠婚葬祭など、家庭における保育が困難な場合にご利用ください。

こども保育課保育担当　☎0480（92）1111内線182問合せ 

病児・病後児保育施設の利用イメージ

対　　象　市内に住民登録がある満1歳～満6歳の年
度の末日までのこども

利用期間　連続して７日以内
保育時間　月～金曜日　午前8時30分～午後5時30分
※日曜日、祝日、12月29日～1月3日を除く。

実施施設　社会福祉法人光彩会白岡みちのこ保育園
　　　　　　　　　　　　 白岡市小久喜1213番地1
利用料金　1日当り1人2,000円
※その他、実費経費が掛かります。
※生活保護世帯、または前年度市町村民税非課税世
帯に該当する場合は無料

病児保育利用の手続（標準的な流れ）
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保護者・対象児童

病児保育施設

こども保育課で
事前に利用登録

かかりつけ医療
機関を受診

医師が作成した、診療情報提供書により、病児の状態を確認し、受け入れ

保育士・看護師
が常駐

病児は静養室
にて保育

病後児は保育室または
静養室にて保育

～ だれもが　自分らしく輝けるまち　しらおかをめざして ～～ だれもが　自分らしく輝けるまち　しらおかをめざして ～

男女共同参画社会の実現に向けて
取り組んでいます

男女共同参画社会の実現に向けて
取り組んでいます

基本目標１　男女共同参画の意識づくり
・男女共生広報紙

　　「ハーブティ」で、
　　男女共同参画の情
　　報を発信しました。
　
・男女共同参画啓発のためのパネル展を開
催し、男女平等意識の浸透と定着を図り
ました。
・子育て家庭において、男女が性別にとら
われず、自立することの重要性を理解し、
地域・社会全体で子育てができるよう、
家庭教育学級合同講座をオンラインで開
催しました。
・市職員、教職員対象の人権研修を行いま
した。

基本目標２　ワーク・ライフ・バランスの取組
・男性の育児参加促進のため、両親学級、
育児相談を実施しました。
・市民の主体的な健康づくり活動を推進す
るため、健康・栄養相談、ヘルスアップ
運動教室を実施しました。
・「女性の相談室」では、お子さんがいるか
たも利用できるよう、お子さんの一時預
かりサービスを実施しました。

基本目標３　一人一人が活躍できるまち
・ハローワーク求人情報サービスを活用し、
求人情報を求職者に提供しました。
・地域活動を学ぶ講座などを開催しました。
・審議会や委員会での女性の登用・参画率
30％を目標に、全庁で女性委員の登用に
取組みました。
※女性の登用・参画率

　令和3年度　26.7％　令和4年度　28.9％
　令和5年度　27.4％
基本目標４　誰もが安心して暮らせるまち
・暴力の被害者女性が安心して暮らせるよ
う「女性の相談室」を毎月2回開設しまし
た。
・ＤＶ防止パネル展の実施や、「デートＤ
Ｖ」についての啓発カードを新成人に配
布しました。
・女性に対する暴力をなくす運動として、
埼玉県が行ってい
る、パープルリボ
ンタペストリー巡
回事業に参加しま
した。市役所１階
にタペストリーを
展示し、パープル
リボンキャンペー
ンを実施しました。
・地域包括支援センターを中心に高齢者虐
待の早期発見及び早期対応を行いました。

基本目標５　計画推進の体制づくり
・市男女共同参画プランの施策推進の提言
などをいただく、しらおか男女共同参画
推進会議や女性政策庁内推進会議を開催
しました。
・協働を担う市民団体への支援として、先
導的な協働のまちづくりモデル事業に補
助を行いました。
・市職員の女性活躍関連研修の参加や、育
児休業などの取得のための環境整備に務
めました。

地域振興課人権担当　☎0480（92）1111内線385問合せ 

　市では、全ての人が性別に関わりなく尊重され、自らの意思によってあらゆる分野
で活躍し、豊かな人生を送ることができる男女共同参画社会の実現に向けて、白岡市
男女共同参画プランに基づいたさまざまな取組を行っています。
※本プランは「女性の活躍推進計画」、「DV防止基本計画」でもあります。

令和 5 年度の取組の一部を紹介します

98 令和6年（2024年）6月 令和6年（2024年）6月


